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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月31日(2021.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の第２の治療薬と組み合わせにおける、非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）の治療に使
用されるＥＺＨ２阻害剤。
【請求項２】
　前記ＥＺＨ２阻害剤が、タゼメトスタット又はその薬学的に許容される塩である、請求
項１に記載のＥＺＨ２阻害剤。
【請求項３】
　前記ＥＺＨ２阻害剤が、約１００ｍｇ以上約１６００ｍｇ以下、
　約１００ｍｇ、約２００ｍｇ、約４００ｍｇ、約８００ｍｇ又は約１６００ｍｇ、ある
いは
　約８００ｍｇである請求項１に記載のＥＺＨ２阻害剤。
【請求項４】
　タゼメトスタット又はその薬学的に許容される塩が、約１００ｍｇ以上約１６００ｍｇ
以下、
　約１００ｍｇ、約２００ｍｇ、約４００ｍｇ、約８００ｍｇ、又は約１６００ｍｇ、あ
るいは
　約８００ｍｇである請求項２に記載のＥＺＨ２阻害剤。
【請求項５】
　ＥＺＨ２阻害剤が、１日２回（ＢＩＤ）投与されるものである請求項１～４のいずれか
一項に記載のＥＺＨ２阻害剤。
【請求項６】
　ＥＺＨ２阻害剤が経口投与されるものであるか、
　カプセル又は錠剤として投与されるものである請求項１～５のいずれか一項に記載のＥ
ＺＨ２阻害剤。
【請求項７】
　ＥＺＨ２阻害剤と１以上の第２の治療薬とを含む非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）の治療用
組成物。
【請求項８】
　非小細胞肺癌細胞の成長、生存率、生存又は増殖を阻害又は減少させるために用いられ
るＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬。
【請求項９】
　ＥＺＨ２阻害剤が、タゼメトスタット又はその薬学的に許容される塩である請求項８に
記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬。
【請求項１０】
　前記ＥＺＨ２阻害剤が、前記非小細胞肺癌細胞の成長、生存率、生存又は増殖を少なく
とも５０％、少なくとも７０％又は少なくとも９０％阻害又は減少させるのに十分な量で
投与されるものである請求項８又は９に記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬
。
【請求項１１】
　インビトロ又はエクスビボで用いられるか、又は
　癌細胞を有する被験体に投与することによってインビボで用いられるものである請求項
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８又は９に記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬。
【請求項１２】
　前記１つ又は複数の第２の薬剤が標準的な治療剤を含む、請求項１～６のいずれか一項
に記載のＥＺＨ２阻害剤、請求項７に記載の治療用組成物又は請求項８～１１のいずれか
一項に記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬。
【請求項１３】
　前記１つ又は複数の第２の薬剤が、アルキル化剤又はアルキル化様剤、抗腫瘍剤、有糸
分裂阻害剤、チューブリン重合阻害剤、代謝拮抗剤、ＤＮＡメチルトランスフェラーゼ（
ＤＮＭＴ）阻害剤、ヒストンデアセチラーゼ（ＨＤＡＣ）阻害剤、トポイソメラーゼ阻害
剤、上皮成長因子受容体（ＥＦＧＲ）阻害剤、ＥＦＧＲ及びＥｒｂＢ２の阻害剤、ＥＦＧ
Ｒ及びヒト上皮成長因子受容体２（Ｈｅｒ２）の阻害剤、未分化リンパ腫キナーゼ（ＡＬ
Ｋ）阻害剤、ＡＬＫ及びＲＯＳ１の阻害剤、ＡＬＫ及びＥＧＦＲの阻害剤、サイクリン依
存性キナーゼ（ＣＤＫ）４／６阻害剤、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ（ＭＥＫ
）阻害剤、ＢＲＡＦ阻害剤、ホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）阻害剤、Ｗｅｅ
１阻害剤、ポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡＲＰ）阻害剤、グルココルチコ
イド受容体アゴニスト、レチノイン酸受容体アゴニスト、ＣＢＰ／ｐ３００阻害剤又はそ
れらの組み合わせを含む、請求項１～６のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤、請求項
７に記載の治療用組成物又は請求項８～１１のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤及び
１以上の第２の治療薬。
【請求項１４】
　前記１つ又は複数の第２の薬剤が、
　(i)アルキル化剤又はアルキル化様剤、シスプラチン、
　(ii)抗腫瘍剤、オキサリプラチン
　(iii)有糸分裂阻害剤、パクリタキセル、ドセタキセル、ビンブラスチン又はそれらの
組み合わせ、
　(iv)チューブリン重合阻害剤、ビノレルビン
　(v)代謝拮抗剤、ゲムシタビン
　(vi)葉酸型の代謝拮抗剤、メトトレキサート、ペメトレキセド又はそれらの組み合わせ
、
　(vii)ＤＮＡメチルトランスフェラーゼ（ＤＮＭＴ）阻害剤、デシタビン、アザシチジ
ン又はそれらの組み合わせ、
　(viii)ヒストンデアセチラーゼ（ＨＤＡＣ）阻害剤、ボリノスタット、
　(ix)トポイソメラーゼ阻害剤、イリノテカン、エトポシド又はそれらの組み合わせ、
　(x)上皮成長因子受容体（ＥＦＧＲ）、エルロチニブ、ゲフィチニブ、ＡＺＤ９２９１
又はそれらの組み合わせ、
　(xi)ＥＦＧＲ及びＥｒｂＢ２の阻害剤、ラパチニブ、
　(xii)ＥＦＧＲ及びヒト上皮成長因子受容体２（Ｈｅｒ２）の阻害剤、アファチニブ、
　(xiii)未分化リンパ腫キナーゼ（ＡＬＫ）阻害剤、セリチニブ、
　(xiv)ＡＬＫ及びＲＯＳ１の阻害剤、クリゾチニブ、
　(xv)ＡＬＫ及びＥＦＧＲの阻害剤、ブリガチニブ、
　(xvi)サイクリン依存性キナーゼ（ＣＤＫ）４／６阻害剤、アベマシクリブ、パルボシ
クリブ、リボシクリブ又はそれらの組み合わせ、
　(xvii)マイトジェン活性化プロテインキナーゼ（ＭＥＫ）阻害剤、トラメチニブ、セル
メチニブ又はそれらの組み合わせ、
　(xviii)ＢＲＡＦ阻害剤、ベムラフェニブ、
　(xix)ホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）阻害剤、ピクチリシブ、ＢＫＭ－１
２０又はそれらの組み合わせ、
　(xx)Ｗｅｅ１阻害剤、ＭＫ－１７７５、
　(xxi)ポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡＲＰ）阻害剤、ベリパリブ、
　(xxii)グルココルチコイド受容体アゴニスト、プレドニゾロン、



(4) JP 2020-532556 A5 2021.10.14

　(xxiii)レチノイン酸受容体アゴニスト、ＡＴＲＡ、
　(xxiv)ＣＢＰ／ｐ３００阻害剤、化合物（Ｈ）又はその薬学的に許容される塩を含む、
請求項１～６のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤、請求項７に記載の治療用組成物、
請求項８～１１又は請求項１３のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２
の治療薬。
【化１】

【請求項１５】
　連続的に投与されるものであるか、
　前記ＥＺＨ２阻害剤が、前記１つ又は複数の第２の薬剤の前に投与されるものであるか
、
　前記１つ又は複数の第２の薬剤が、前記ＥＺＨ２阻害剤の前に投与されるものであるか
、
　前記ＥＺＨ２阻害剤が、タゼメトスタットの薬学的に許容される塩である、請求項１～
６のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤、請求項７に記載の治療用組成物又は請求項８
～１１のいずれか一項に記載のＥＺＨ２阻害剤及び１以上の第２の治療薬。
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